
H22.9.2 河内長野市第2次地域福祉計画策定委員会＜資料１＞

（平成２３年度事業実施状況及び評価）　

河内長野市第2次地域福祉計画

                                                                                 　　     平成２５年３月２３日

                                          河内長野市社会福祉協議会
                                          河　内　長　野　市

【凡例】 
 1.「評価」の欄は、施策推進度の高い方から順に ◎ ○△としている。 
 2.「施策対応細事業」の欄には、行政評価の単位としている細事業の名称を掲載している(重複有) 
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1．ともに支え・支えられる(お互いさま)地域づくり

1-(1) 地域福祉の担い手の育成

①　福祉意識の醸成 計画P.17

地域福祉活動支援事業 地域福祉ワークショップ、地区（校区）福祉委員会活動を支援す
る。ボランティア育成事業を支援する。福祉学習プログラムの学
校、地域への提供を支援する。

男女共同参画推進研修・講座事
業

男女共同参画に関する研修・講座を実施する。

男女共同参画推進事業「おんな
とおとこのワイワイあごら」

男女共同参画に関するイベント(おんなとおとこのワイワイあご
らなど)を開催する。

生涯学習支援事業 生涯学習を支援、推進する「くろまろ塾」やまちづくり出前講座
において福祉学習を進める。

地域の学習拠点づくり事業 公民館などで福祉学習のための講座等を開催する。地域の福祉活
動と連携した学習会等を開催する。

社会福祉協議会支援事業 福祉学習プログラム作成と福祉学習サポーター紹介の支援を行
う。

学校支援サポート事業 地域の人材を授業等に活用する。

校外指導事業 職場体験学習(中学２年生)を実施する。

学習支援ボランティア人材バン
ク推進事業

地域の人材を授業等に活用する。

ふれあい合校事業 公民館クラブ員と児童が学校で交流する機会を創る。「ふれあい
合校」の中で福祉学習を行う。

「楽習室」コーディネート事業 楽習室開催のための支援を行う。「楽習室」の中での福祉学習を
支援する。

「ふれあい合校」コーディネー
ト事業

ふれあい合校開催のための支援を行う。「ふれあい合校」の中で
の福祉学習を支援。

学校教育研究推進活動事業 福祉教育の研究を行う。

教職員研修事業 教職員が福祉教育の研修を受ける。

子ども教育支援センター事業 福祉学習の研究開発を行う。

人権・平和啓発事業 人権学習のためのイベントや講座を開催する。人権啓発活動を行
う。

施策対応細事業

【充実】地域福祉活動支援事業＝小地域活
動推進事業費 1ヶ所あたり500千円⇒600千
円　合計1,500千円増額した。
　
【充実】家庭児童相談室事業＝増加する相談
ケースに対応するため相談員（非常勤職員）
を2名から3名体制に増員し、充実を図った。

【充実】児童虐待防止事業＝担当職員の増
員（1名→2名）により虐待通告にかかる初動
対応の強化並びに要保護児童及びその家族
に対する支援の強化を図った。
　
【充実】障がい者地域生活支援事業＝市作
業所連絡協議会のホームページをリニューア
ルした。
　
【充実】地域福祉啓発事業(市社協)＝講師派
遣を5校区→10校区(392名増加)。講演会開
催を7回開催→9回開催(受講者210名増加)。

【充実】福祉委員等パワーアップ事業(市社
協)＝研修会参加者が71名増加。
　
　

第2次地域福祉計画第2章<施策の方向>における<展開>

◎

事業内容(委託･助成含む)
計画
番号

評
価

平成23年度事業実施状況（新規・充実・縮小）

　だれもが福祉に関心を持ち、支援を要する
人にちょっとした心づかいが自然にできるとと
もに、小さい頃から福祉意識・人権意識が身
に付くよう、さまざまな機会や方法による啓発
を進めます。
また、児童や高齢者、障がいのある人に対す
る虐待、ドメスティック・バイオレンス等、人権
侵害を見逃さない人権擁護の社会づくりを
進めます。

●地域福祉に関する啓発の推進（市、市社
協）
●学校における福祉教育の推進（市、市社
協、地域）
●地域における福祉学習の推進（市社協、
市）
●人権啓発の推進（市、地域）
●虐待の防止（市、市社協、地域）
●女性に対する暴力の防止（市、地域）
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人権相談事業 人権相談を行う。

障がい者施策啓発事業 障がい者施策の啓発活動(街頭キャンペーン、精神障がい者理解
促進事業、障がい者雇用啓発事業など)を行う。

社会福祉総務管理業務 ハンセン病問題に関する啓発を行う。

人権教育推進事業 人権教育についての教職員への研修及び人権教育研究会への支援
を行う。

コミュニティソーシャルワー
カー配置事業

地域コミュニティソーシャルワーカーを配置する。

児童虐待防止事業 児童虐待の予防及び早期発見、虐待の通報窓口としての初動対
応、問題が発生した際の子どもと家族への援助を図るための「要
保護児童対策地域協議会」を開催する。

障がい者地域生活支援事業 「障がい者虐待防止法」（平成２４年１０月施行）に伴い障がい
者の虐待防止対策を実施する。障がい者の就労支援に向けた取組
みに対する理解を促進する。

教育相談室「やまびこ」事業 教育相談センターを運営する。

適応指導教室事業 不登校児童生徒への指導と支援を行う。

相談員等派遣・配置事業 学校に相談員等を派遣・配置する。

女性のための相談事業 女性の自立を支える面接相談を行う。

DV防止対策事業 ドメスティック・バイオレンス被害者等支援連絡会議を開催す
る。

妊産婦訪問指導事業 妊産婦の家庭を訪問する。

両親教室事業 妊婦・配偶者対象の両親教室を開催する。

家庭児童相談室事業 家庭児童相談室を運営する。

地域福祉啓発事業(市社協) 校区内の課題解決のために地域に講師を派遣する。また社会的に
関心の高い福祉課題の理解を深めるために講演会を開催する。

福祉委員等パワーアップ事業(市
社協)

福祉委員・協力員を対象に、住民主体の地域福祉活動への理解を
深めるための研修会を開催する。

地域相談支援員配置事業(市社
協)

地域コミュニティーソーシャルワーカーを配置する。

日常生活自立支援事業(市社協) 多くの住民に事業について知っていただき、権利擁護の手段を周
知徹底する。

【充実】地域福祉活動支援事業＝小地域活
動推進事業費 1ヶ所あたり500千円⇒600千
円　合計1,500千円増額した。
　
【充実】家庭児童相談室事業＝増加する相談
ケースに対応するため相談員（非常勤職員）
を2名から3名体制に増員し、充実を図った。

【充実】児童虐待防止事業＝担当職員の増
員（1名→2名）により虐待通告にかかる初動
対応の強化並びに要保護児童及びその家族
に対する支援の強化を図った。
　
【充実】障がい者地域生活支援事業＝市作
業所連絡協議会のホームページをリニューア
ルした。
　
【充実】地域福祉啓発事業(市社協)＝講師派
遣を5校区→10校区(392名増加)。講演会開
催を7回開催→9回開催(受講者210名増加)。

【充実】福祉委員等パワーアップ事業(市社
協)＝研修会参加者が71名増加。
　
　

◎　だれもが福祉に関心を持ち、支援を要する
人にちょっとした心づかいが自然にできるとと
もに、小さい頃から福祉意識・人権意識が身
に付くよう、さまざまな機会や方法による啓発
を進めます。
また、児童や高齢者、障がいのある人に対す
る虐待、ドメスティック・バイオレンス等、人権
侵害を見逃さない人権擁護の社会づくりを
進めます。

●地域福祉に関する啓発の推進（市、市社
協）
●学校における福祉教育の推進（市、市社
協、地域）
●地域における福祉学習の推進（市社協、
市）
●人権啓発の推進（市、地域）
●虐待の防止（市、市社協、地域）
●女性に対する暴力の防止（市、地域）
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②　地域福祉活動の人材育成 計画P.19

地域福祉活動支援事業 ボランティア育成事業を支援する。地区（校区）福祉委員会活動
を支援する。ボランティア育成事業、小地域ネットワーク活動推
進事業を支援する。

生涯学習人材育成事業 地域で活躍する人材を育成するため、「くろまろ塾」を活用した
福祉学習講座を開催する。

市民公益活動支援センター管理
運営業務

ボランティア活動入門講座、ボランティア体験･見学プログラ
ム、団体運営講座、ボランティアアドバイザー養成講座を開催す
る。

老人クラブ活動支援事業 地域での活動の場の確保などにより、高齢者の地域福祉活動への
参加を促進する。

社会福祉協議会支援事業 社会福祉協議会の賛助会員募集事業、組織構成会員制推進事業を
支援する。

森林プラン推進事業 企業、森林所有者、大阪府、市、ボランティアの協働による森林
保全

アドプトロードの推進事業 道路の一定区間で歩道や植樹帯などにおいて、地元自治会や企業
等の団体が自主的に清掃等のボランティア活動を行うことを支援
する。

アドプトロード＆リバープログ
ラム(府事業)

道路、河川において、地元自治会や企業等の団体が自主的に清掃
等のボランティア活動を行うことを支援する。

緑化基金事業 自治会、団体などによる自主的な公園愛護（アドプト）活動を支
援する。

コミュニティソーシャルワー
カー配置事業

地域コミュニティソーシャルワーカーが地区福祉委員会や民生委
員等と連携して活動等の啓発を行う。

民生児童委員活動支援事業 「民児協かわちながの」の発行。未就学児向けの人形劇で児童委
員の活動をPR。

組織構成会員制度の推進(市社
協)

自主財源確保のみの趣旨ではなく、地域福祉活動の多様な担い手
の育成・確保ならびに社会福祉への関心の喚起社会福祉協議会運
営基盤となる評議員選出基盤組織としての参加意識の醸成を目的
として社会福祉協議会の良き理解者を数多く求めるための加入促
進を図る。

賛助会員制度の推進(市社協) 自主財源確保のみの趣旨ではなく、社会福祉への関心の喚起と、
社会福祉協議会事業運営への参加意識の醸成を目的として社会福
祉協議会の良き理解者を数多く求めるための加入促進を図る。

地域福祉啓発事業(市社協) 特に団塊の世代を対象に地域福祉の担い手を育成するため講演会
を開催する。

福祉委員等パワーアップ事業(市
社協)

地域福祉活動は福祉委員だけの活動ではなく、地域住民全体の活
動であることを周知する。

地域相談支援員配置事業(市社
協)

地域コミュニティーソーシャルワーカーを配置し、地区福祉委員
会や民生委員等と連携して活動等の啓発を行う。

ボランティア活動推進事業(市社
協)

ボランティア育成事業を支援する。（ボランティア体験プログラ
ムの実施・福祉ボランティアスタート講座）

福祉団体支援事業(市社協) 広報やイベントを通じて、民生児童委員の周知を図ると共に、人
材の育成と確保を行なう。

第2次地域福祉計画第2章<施策の方向>における<展開> 平成23年度事業実施状況（新規・充実・縮小） 事業内容(委託･助成含む)施策対応細事業

◎

評
価

地域福祉活動に関するボランティアの発
掘・育成や、地域福祉活動の多様な担い手
の育成・確保を進めるため、市社協をはじめ
社会福祉施設や企業等と連携し、学習機会
や場づくりの充実を図ります。

●ボランティア育成講座の充実（市、市社協、
地域）
●地域ボランティアの育成支援と活動の促進
（市社協、市、地域）
●社会福祉施設や医療機関等との連携によ
るボランティア活動の場の提供（市社協、市、
地域）
●団塊の世代や若者世代の人材確保（市社
協、市、地域）
●地域福祉活動の多様な担い手の育成・確
保（市、市社協、地域）

【充実】地域福祉活動支援事業＝小地域活
動推進事業費 1ヶ所あたり500千円⇒600千
円　合計1,500千円増額した。

【充実】生涯学習人材育成事業＝くろまろ塾
開校に伴う講座を実施した。

【充実】森林プラン推進事業＝企業、森林所
有者がそれぞれ１団体ずつ増加した。

【充実】地域福祉啓発事業(市社協)＝講師派
遣を5校区→10校区(392名増加)。講演会開
催を7回開催→9回開催(受講者210名増加)。
　
【充実】福祉委員等パワーアップ事業(市社
協)＝研修会参加者が71名増加。
　

計画
番号
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1-(2)支えあいの輪づくり

①　小地域ネットワーク活動の促進 計画P.20

社会福祉協議会支援事業 社会福祉協議会の経営改善への支援を行う。

コミュニティソーシャルワーカー配
置事業

見守り活動や行政等への通報等の体制づくりを進める。

地域福祉活動支援事業 ボランティア育成事業を支援する。小地域ネットワーク活動推進事業、
地域福祉人材育成事業、地域福祉ワークショップ事業を支援する。

経営改善計画の取り組み(市社協) 住民参加による地域福祉活動を推進する社協の基盤強化を図るととも
に、事業の発展・推進を図るための安定的な財源確保に取り組む。

福祉委員等パワーアップ事業(市社
協)

福祉委員会運営や地域の課題解決に向けた研修会・交流会を開催す
る。

地区（校区）福祉委員長連絡会の
開催(市社協)

福祉委員長連絡会定例会議を開催し、校区間の意見交流・活動交流
など福祉委員会運営の支援。

「小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動」の展開と支
援(市社協)

福祉委員会広報紙の発行や活動を通じて、戸別案内など福祉委員会
活動の周知に努める。

福祉委員会によるＰＲ活動(市社協) 市民まつり、ふれあい楽市きらく市で、福祉委員会活動のパネル展示。

地域相談支援員配置事業(市社協) 地域福祉活動のコーディネート機能を発揮する。

第2次地域福祉計画第2章<施策の方向>における<展開>

◎

平成23年度事業実施状況（新規・充実・縮小） 評
価

【充実】地域福祉活動支援事業＝小地域活
動推進事業費 1ヶ所あたり500千円⇒600千
円　合計1,500千円増額した。
　
【充実】経営改善計画の取り組み(市社協)＝・
介護保険事業における新規事業の研究。・障
がい者生活支援事業として「生活介護事業」
を実施。
　
【充実】福祉委員等パワーアップ事業(市社
協)＝研修会参加者が71名増加。
　

地域住民による小地域ネットワーク活動が
活発に行われるよう、市社協と連携し、地区
(校区)福祉委員会によるさまざまな支えあい
活動やふれあい活動について、市民に広く
周知を進めるとともに、運営等の問題点や課
題について解決の糸口となるよう、地区(校
区)福祉委員会同士の交流等を進めます。

●小地域ネットワーク活動の周知（市社協、
市、地域）
●地区(校区)福祉委員会の活動の支援（市
社協、市、地域）
●孤独死や虐待防止等の見守り活動の促進
（市、市社協、地域）
●地域福祉活動等の先進事例の情報提供
（市社協、市）

施策対応細事業 事業内容(委託･助成含む)
計画
番号
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②　ボランティア活動の支援 計画P.21

子育て支援センターかわちなが
の事業

子育てサークルの支援、育児相談を行う。

子育て支援センターちよだだい
事業

子育てサークルの支援、育児相談を行う。

市民公益活動支援センター管理
運営業務

市民公益活動支援センター「るーぷらざ」の運営を行う。また、
ボランティア･市民活動フェスティバルと、地域やテーマの枠を
超えて対等に情報交換できる場(るーぷの集い)を開催する。

社会福祉協議会支援事業 ボランティアセンター、ボランティア連絡会の運営を支援する。

ファミリーサポートセンター事
業

子育ての援助を受けたい人と援助を行いたい人を会員として登録
し、講習や実際の援助活動の調整を行う。

地域福祉活動支援事業 小地域ネットワーク活動推進事業、地域福祉人材育成事業、地域
福祉ワークショップ事業を支援する。

ボランティア活動推進事業(市社
協)

ボランティアセンター、ボランティア連絡会の運営を支援する。

③　ＮＰＯ活動の支援 計画P.22

コミュニティソーシャルワーカー配
置事業

地域コミュニティソーシャルワーカーを各地に配置し、地域の福祉活動
に関する相談を行う。

子育て支援センターかわちながの
事業

子育てサークルの支援、育児相談を行う。

子育て支援センターちよだだい事
業

子育てサークルの支援、育児相談を行う。

市民公益活動支援センター管理運
営業務

るーぷらざにおけるグループ立ち上げ支援(貸事務ブース)。地域や
テーマの枠を超えて対等に情報交換できる場(るーぷの集い)を設け
る。グループ支援のための情報提供とコーディネートを行う。

地域福祉活動支援事業 ボランティア育成事業を支援する。小地域ネットワーク活動を支援す
る。

地域相談支援員配置事業(市社協) 地域の福祉活動に関する相談を行う。地域コミュニティーソーシャル
ワーカーを配置する。

計
画

4 ボランティア活動の活性化を図るため、ボラ
ンティアセンター機能の強化を図り、福祉分
野とＮＰＯや福祉分野以外のボランティア活
動との連携・交流を進めます。

●ボランティアセンター機能の強化（市、市社
協、地域）
●福祉分野以外のボランティア活動との連携
促進（市社協、市、地域）
●ボランティアのステップアップ＊講座の充
実（市、市社協、地域）

第2次地域福祉計画第2章<施策の方向>における<展開>

第2次地域福祉計画第2章<施策の方向>における<展開>

5 市民公益活動等を行うＮＰＯの活動の
促進を図るため、ＮＰＯ法人立ち上げの
支援やＮＰＯと地域団体との連携に向け
た取り組みを行います。

●ＮＰＯ法人の立ち上げ等支援（市、地
域）
●地域型とテーマ型活動団体の連携促進
（市、地域、市社協）

【充実】子育て支援センターかわちながの事
業＝携帯端末等に子育てに関する情報を発
信する「子育てコンシェルジュ事業」を開始し
た。
　
【充実】市民公益活動支援センター管理運営
業務＝ＮＰＯ法改正に伴う講座を開催した。
　
　

【充実】子育て支援センターかわちながの事
業＝携帯端末等に子育てに関する情報を発
信する「子育てコンシェルジュ事業」を開始し
た。
　
　
　

評
価

施策対応細事業

施策対応細事業 事業内容(委託･助成含む)

事業内容(委託･助成含む)

◎

平成23年度事業実施状況（新規・充実・縮小）

◎

平成23年度事業実施状況（新規・充実・縮小）
評
価

計画
番号
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④　大学や企業、商店等との連携 計画P.22

生涯学習人材育成事業 地域で活躍する人材を育成するため、「くろまろ塾」を活用した福祉学
習講座を開催する。

市民公益活動支援センター管理運
営業務

ボランティア体験･見学プログラムで児童向けの講座を開催。

社会福祉協議会支援事業 社会福祉協議会の賛助会員募集事業、組織構成会員制推進事業を
支援する。

アドプトロードの推進事業 道路の一定区間で歩道や植樹帯などにおいて、地元自治会や企業等
の団体が自主的に清掃等のボランティア活動を行うことを支援する。

アドプトロード＆リバープログラム
(府事業)

道路、河川において、地元自治会や企業等の団体が自主的に清掃等
のボランティア活動を行うことを支援する。

緑化基金事業 自治会、団体などによる自主的な公園愛護（アドプト）活動を支援する。

組織構成会員制度の推進(市社協) 地域福祉活動の財源確保のため、広く組織構成会員制度への加入・
参画を呼び掛け社協のよき理解者を得るとともに会費収入としての財源
確保に取り組む。

賛助会員制度の推進(市社協) 自主財源確保のみの趣旨ではなく、社会福祉への関心の喚起と、社会
福祉協議会事業運営への参加意識の醸成を目的として社会福祉協議
会の良き理解者を数多く求めるための加入促進を図る。

地域福祉啓発事業 専門家を中心にボランティアグループ同士の交流を図り、新たな気づき
が得られるような場を設定している。また、一般市民に対しては、地域に
ある様々な課題を知ることで、地域福祉活動への関心を高めている。

1-(3)　交流の場づくり
①　多様な交流の促進 計画P.23

コミュニティ活動推進事業 自治会を対象にした講演会や交流会を開催し、コミュニティ活動を支援
する。

市民まつり支援事業 市民まつりの開催を支援する。

地域福祉活動支援事業 小地域ネットワーク活動推進事業を支援する。地区（校区）福祉委員会
活動を支援する。

市民公益活動支援・協働促進事業 まちづくり交流会(地域においてテーマや対象者を特定せずに情報交
換する場)を実施する。また、地域まちづくり協議会の運営等を支援補
助する。

学校協議会事業 各小学校において学校運営協議会（コミュニティスクール）を設置し運
営する｡

障がい者介護・訓練等給付事業 障がい者の訓練の場及び市民との交流の場として、市役所食堂跡に障
がい福祉サービス事業所「キッチンくすくす」を開所する。

地域福祉啓発事業(市社協) 身近な地域の福祉課題をテーマに講演会等を開催し、住民同士のつ
ながりを築く場を提供した。

「小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動」の展開と支
援(市社協)

小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動推進事業を支援する。福祉委員会活動を地域の
福祉施設で開催するなど、民間福祉施設開放のための取組みを行う。

6

計画
番号

7 お互いさまの地域づくりを進めるた
め、子どもから高齢者、障がいのある人
等あらゆる人がお互いに分かりあえるよ
う、地域での多様な交流の機会づくりを
進めます。

●コミュニティ活動の促進（市、地域）
●地域での世代間交流の促進（市、地
域、市社協）
●地域の子育て支援の充実（市、地域）
●障がいのある人との交流の促進（市、
地域）
●地域ぐるみの健康づくりの促進（市、
地域）
●社会福祉施設の地域への開放や地域と
の交流の促進（市、地域、市社協）
●地域課題への自主的な取組みの促進
（市、地域）

　地域の多様な福祉ニーズに対応するた
め、大学や企業、商店等と連携し、専門
的な知識や技術、人材、場所等を地域福
祉活動を進める上での資源として、地域
団体が活用できるよう、働きかけていき
ます。

●大学等との連携による学生ボランティ
アの活動促進（市、市社協、地域）
●大学等と連携した子育て支援の推進
（市）
●企業や商店等と連携した地域福祉活動
の促進（市、市社協、地域）

平成23年度事業実施状況（新規・充実・縮小）

平成23年度事業実施状況（新規・充実・縮小）

【充実】コミュニティ活動推進事業＝自
治会区域図を新たにデータ化し、関係課
との共有化を図り、各種業務に生かせる
ようにした。

【充実】地域福祉活動支援事業＝小地域
活動推進事業費 1ヶ所あたり500千円⇒
600千円　合計1,500千円増額した。

【充実】市民公益活動支援・協働促進事
業＝地域まちづくり協議会を設立した。
地域サポーターを任命した。

【充実】学校協議会事業＝学校運営協議
会を４校に設置した。
　
【充実】障がい者介護・訓練等給付事業
＝市役所食堂跡について、障がい者の訓
練の場及び市民との交流の場として、障
がい福祉サービス事業所を平成24年度に
開所するべく市社協を運営法人と定め、
準備を進めた。

事業内容(委託･助成含む)

施策対応細事業 事業内容(委託･助成含む)

施策対応細事業

◎

評
価

第2次地域福祉計画第2章<施策の方向>における<展開>

第2次地域福祉計画第2章<施策の方向>における<展開>

◎

【充実】生涯学習人材育成事業＝くろま
ろ塾開校に伴う講座を実施した。
　
　

評
価

計画
番号
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②　身近な交流の場の確保 計画P.24

街かどデイハウス支援事業 住民参加型デイサービスを支援。

コミュニティソーシャルワーカー配
置事業

地域コミュニティソーシャルワーカーをコミュニティセンターや公民館に
配置する。

地域福祉活動支援事業 小地域ネットワーク活動推進事業を支援する。

市立福祉センター管理運営業務 福祉センター「錦渓苑」の運営を行う(指定管理制)

小山田地域福祉センター管理運営
業務

小山田地域福祉センターの運営を行う。

清見台地域福祉センター管理運営
業務

清見台地域福祉センターの運営を行う。

南花台ふれあいプラザ管理業務 南花台ふれあいプラザの運営を行う。

子育て支援センターかわちながの
事業

子育て支援についての身近なふれあいの場づくりを進める。

つどいの広場事業 つどいの広場事業を委託実施する。

小学校余裕教室活用計画推進事
業

余裕教室を活用する。

中学校余裕教室活用計画推進事
業

余裕教室を活用する。

文化施設予約システム構築事業 貸館施設連携会議において施設の有効活用や共通基準等を検討す
る。

社会福祉協議会支援事業 民間福祉施設開放のための取り組みを行う。

地域相談支援員配置事業(市社協) 地域コミュニティソーシャルワーカーをコミュニティセンターや公民館に
配置する。

2．地域での自立した暮らしを支援する仕組みづくり

2-(1) 情報提供・相談体制の充実

①　サービス情報の提供 計画P.25

コミュニティソーシャルワーカー配
置事業

地域福祉活動の情報収集と地域への提供を行う。福祉サービスへの苦
情・相談ニーズを受け止め、サービス向上に役立てる。

生涯学習情報提供事業 生涯学習情報提供システム「学びやんネット」により地域の情報、団体
情報を提供する。また、年２回くろまろ塾講座ガイドを発行するとともに、
講座やイベントを記載した「くろまろ情報誌」を公共施設に配置する。

市民公益活動支援センター管理運
営業務

市民公益活動支援センター「るーぷらざ」がテーマ型・地域型組織支援
の情報提供を行う。情報紙の発行。情報提供コーナー。

社会福祉協議会支援事業 「社協だより」、ボランティア情報紙「わになってかわちながの」を発行す
る。社会福祉協議会の情報をホームページで発信する。

8

計画
番号

　福祉サービス等を必要とする人が、
サービス利用に際して情報を入手しやす
くするため、サービスの内容やサービス
提供事業者に関する情報について、様々
な方法を用いた情報提供を進めるととも
に、情報を入手しやすい環境づくりを進
めます。

●情報提供のバリアフリー化（市、市社
協、地域）
●情報ボランティア等の育成（市社協、
市）
●地域に密着した情報の提供（市、市社
協、地域）
●市社協の情報発信機能の強化（市社
協、市）

第2次地域福祉計画第2章<施策の方向>における<展開>

【充実】市民公益活動支援センター管理
運営業務＝ホームページをリニューアル
した。

【充実】地域福祉活動支援事業＝小地域
活動推進事業費 1ヶ所あたり500千円⇒
600千円　合計1,500千円増額した。

【充実】生涯学習人材育成事業＝くろま
ろ塾開校に伴う講座を実施した。
　
　

平成23年度事業実施状況（新規・充実・縮小）

平成23年度事業実施状況（新規・充実・縮小）

◎

事業内容(委託･助成含む)

事業内容(委託･助成含む)施策対応細事業

施策対応細事業

【充実】地域福祉活動支援事業＝小地域
活動推進事業費 1ヶ所あたり500千円⇒
600千円　合計1,500千円増額した。

【充実】子育て支援センターかわちなが
の事業＝携帯端末等に子育てに関する情
報を発信する「子育てコンシェルジュ事
業」を開始した。
　
　

評
価

◎

評
価

身近な地域の中で、高齢者や子ども、
障がいのある人等、だれもが気軽に集い
交流できる場づくりを進めます。また、
地域の中で多様な交流を進めるため、学
校等施設の開放を進めます。

●身近な地域での交流の場づくり（地
域、市）
●学校等施設の開放（市）

9

第2次地域福祉計画第2章<施策の方向>における<展開>

計画
番号
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｢広報かわちながの｣発行事業 「広報かわちながの」に福祉サービスの情報を掲載する。

｢声の広報かわちながの｣事業 「声の広報かわちながの」に福祉サービスの情報を掲載する。

ホームページ運用事業 市ホームページに福祉サービス情報を掲載する。

地域福祉活動支援事業 ボランティア育成事業を支援する。

生涯学習人材育成事業 地域における多様な人材の発見・発掘を行う。

人権相談事業 各種相談員連絡会議の主宰や相談事業一覧の作成など。

福祉サービス苦情解決制度（大社
協関係)

福祉サービスの苦情を解決するために、福祉事業者段階での「苦情解
決の仕組み」づくりと、それをバックアップする「委員会」が大社協に設
置されている。

「小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動」の展開と支
援(市社協)

各福祉委員会が地域で役員会を開催し、地域に密着した情報を隅々
まで周知する。

地域相談支援員配置事業(市社協) 地域福祉活動の情報収集と地域への提供を行う。福祉サービスへの苦
情・相談ニーズを受け止め、サービス向上に役立てる。

②　身近な地域の相談窓口の充実 計画P.26

人権相談事業 人権相談を行う。各種相談員連絡会議の主宰や相談事業一覧の作成
など。

コミュニティソーシャルワーカー配
置事業

地域コミュニティソーシャルワーカーを各地に配置し、地域福祉に関す
る訪問相談・出前講座を行う。相談窓口の連携を進め、福祉サービス
の紹介とつなぎの支援を行う。

児童虐待防止事業 児童虐待の予防及び早期発見並びに問題が発生した際の子どもと家
族への援助を図るための「要保護児童対策地域協議会」を開催する。

障がい者地域生活支援事業 在宅障がい者に対する相談を行う。在宅障がい者の訪問相談を実施
する。相談機関の連携を進める。市障がい福祉課窓口に、市庁舎にお
ける手話通訳及び聴覚障がい者の生活相談、手話通訳者の育成・派
遣、団体との調整等を担う聴覚障がい者福祉指導員を配置する。

教育相談室「やまびこ」事業 教育相談センターを運営する。相談窓口の連携を深める。

適応指導教室事業 不登校児童生徒への指導と支援を行う。

計画
番号

市民に対し、身近な地域の相談窓口と
して民生委員・児童委員の周知を図ると
ともに、保健や福祉の担当者や当事者団
体＊、ＮＰＯ等と連携し、支援を要する
人の自宅等に出向き、相談やサービス情
報の提供を行う等の支援を進めます。

●地域の身近な相談員の周知（市、市社
協、地域）
●訪問相談活動の推進（市、地域）
●地域における相談活動の推進（市）
●対象者別の専門相談機関の周知と対応
の充実（市）

●市民の相談員活動への参加促進（市社
協、市）

　福祉サービス等を必要とする人が、
サービス利用に際して情報を入手しやす
くするため、サービスの内容やサービス
提供事業者に関する情報について、様々
な方法を用いた情報提供を進めるととも
に、情報を入手しやすい環境づくりを進
めます。

●情報提供のバリアフリー化（市、市社
協、地域）
●情報ボランティア等の育成（市社協、
市）
●地域に密着した情報の提供（市、市社
協、地域）
●市社協の情報発信機能の強化（市社
協、市）

10

【充実】市民公益活動支援センター管理
運営業務＝ホームページをリニューアル
した。

【充実】地域福祉活動支援事業＝小地域
活動推進事業費 1ヶ所あたり500千円⇒
600千円　合計1,500千円増額した。

【充実】生涯学習人材育成事業＝くろま
ろ塾開校に伴う講座を実施した。
　
　

第2次地域福祉計画第2章<施策の方向>における<展開>

◎

評
価

【充実】児童虐待防止事業＝担当職員の
増員（1名→2名）により虐待通告にかか
る初動対応の強化並びに要保護児童及び
その家族に対する支援の強化を図った。
　
【充実】市民相談事業＝くらしの総合相
談の相談項目に「こころの相談」を追加
した。

【充実】消費者相談事業＝情報提供方法
の改善を図った。①広報記事掲載の構成
改善。②ホームページへの情報提供の回
数を増加。
　
【充実】子育て支援センターかわちなが
の事業＝携帯端末等に子育てに関する情
報を発信する「子育てコンシェルジュ事
業」を開始した。

【充実】家庭児童相談室事業＝増加する
相談ケースに対応するため相談員（非常
勤職員）を2名から3名体制に増員し、充
実を図った。
　
【充実】障がい者地域生活支援事業＝市
障がい福祉課窓口に、新たに保健師1名を
配置した。聴覚障がい者福祉指導員を1名
から2名に増員した。

【充実】地域相談支援員配置事業(市社
協)＝いきいき介護フェアで事業の啓発活
動を行った。

平成23年度事業実施状況（新規・充実・縮小） 事業内容(委託･助成含む)

◎

施策対応細事業

9
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相談員等派遣・配置事業 学校に相談員等を派遣・配置する。

高齢者相互支援推進事業 寝たきり、ひとり暮し等の高齢者宅への友愛訪問を支援する。

介護保険相談員派遣事業 市内の介護保険施設等に定期的に介護保険相談員を派遣し、利用者
の相談に応じる。

認知症高齢者支援事業 認知症キャラバンメイトが認知症サポーター養成講座を地域の要望に
応じて開催し、サポーターを養成する。

新生児訪問指導事業 新生児・乳児の訪問指導を行う。

乳幼児相談事業 乳幼児訪問相談を実施する。

妊産婦訪問指導事業 妊産婦の家庭を訪問する。

訪問指導事業 療養者の訪問指導を行う。

地域福祉活動支援事業 小地域ネットワーク活動推進事業を支援する。

子育て支援センターかわちながの
事業

子育て家庭ほっと支援事業(家庭訪問による育児相談)を実施する。相
談窓口の連携を進める。

子育て支援センターちよだだい事
業

子育て家庭ほっと支援事業(家庭訪問による育児相談)を実施する。

家庭訪問支援員事業 児童の養育に支援が必要な家庭に対し、訪問支援を実施する。

母子自立支援員事業 母子自立支援員による母子相談を実施する。ﾊﾛｰﾜｰｸと協力して母子
家庭の母の就労を支援(母子自立支援プログラム策定事業)。

女性のための相談事業 女性の自立を支える面接相談を行う。

市民相談事業 無料法律相談、くらしの総合相談を実施する。

消費者相談事業 消費生活相談業務を実施する。被害防止のために、情報提供及び啓
発業務を実施する。

社会福祉協議会支援事業 相談窓口の連携を進める。

民生児童委員活動支援事業 相談機関の連携を進める。民生委員による訪問相談を実施する。

家庭児童相談室事業 相談窓口の連携を進める。

成年後見制度利用支援事業 市民後見人が、地域の相談員として活動できるよう支援する。

地域相談支援員配置事業(市社協) 地域福祉に関する訪問相談・出前講座（認知症サポーター養成）を行
う。地域コミュニティーソーシャルワーカーを各地に配置する。相談窓口
の連携を進める。福祉サービスの紹介とつなぎの支援を行う。

福祉団体支援事業(市社協) 民生委員・児童委員の周知を図り、相談機関と連携し、民生委委員に
よる訪問相談を実施する。

市民に対し、身近な地域の相談窓口と
して民生委員・児童委員の周知を図ると
ともに、保健や福祉の担当者や当事者団
体＊、ＮＰＯ等と連携し、支援を要する
人の自宅等に出向き、相談やサービス情
報の提供を行う等の支援を進めます。

●地域の身近な相談員の周知（市、市社
協、地域）
●訪問相談活動の推進（市、地域）
●地域における相談活動の推進（市）
●対象者別の専門相談機関の周知と対応
の充実（市）

●市民の相談員活動への参加促進（市社
協、市）

10 ◎【充実】児童虐待防止事業＝担当職員の
増員（1名→2名）により虐待通告にかか
る初動対応の強化並びに要保護児童及び
その家族に対する支援の強化を図った。
　
【充実】市民相談事業＝くらしの総合相
談の相談項目に「こころの相談」を追加
した。

【充実】消費者相談事業＝情報提供方法
の改善を図った。①広報記事掲載の構成
改善。②ホームページへの情報提供の回
数を増加。
　
【充実】子育て支援センターかわちなが
の事業＝携帯端末等に子育てに関する情
報を発信する「子育てコンシェルジュ事
業」を開始した。

【充実】家庭児童相談室事業＝増加する
相談ケースに対応するため相談員（非常
勤職員）を2名から3名体制に増員し、充
実を図った。
　
【充実】障がい者地域生活支援事業＝市
障がい福祉課窓口に、新たに保健師1名を
配置した。聴覚障がい者福祉指導員を1名
から2名に増員した。

【充実】地域相談支援員配置事業(市社
協)＝いきいき介護フェアで事業の啓発活
動を行った。
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③　相談機関のネットワークづくり 計画P.27

社会福祉協議会支援事業 福祉サービスの連携を進める。

コミュニティソーシャルワーカー配
置事業

地域コミュニティソーシャルワーカーを各地に配置する。

地域福祉活動支援事業 小地域ネットワーク活動推進事業、地域福祉ワークショップ事業を支援
する。

民生児童委員活動支援事業 相談機関の連携を進める。

市民公益活動支援センター管理運
営業務

市民公益活動等を普及啓発するイベント（ボランティア・市民活動フェス
ティバルなど）を開催する。｢るーぷの集い｣の開催。

地域就労支援事業 就職困難者などの相談窓口である地域就労支援センターとの連携強
化。

地域福祉啓発事業(市社協) 子育て支援センターや民間保育園・幼稚園、ボランティア団体と連携を
図り、交流会を開催し、ネットワークの強化を図り、様々な世代で起こりう
る課題解決のためのﾈｯﾄﾜｰｸの強化を図る。

地域相談支援員配置事業(市社協) 地域コミュニティソーシャルワーカーを各地に配置する。

福祉団体支援事業(市社協) 民生委員がニーズに応じて相談機関と連携できるよう、ネットワークづく
りを行なう。

2-(2) サービスの質の向上と権利擁護の推進

①　サービスの質の向上 計画P.28

高齢者相互支援推進事業 寝たきり、ひとり暮し等の高齢者宅への友愛訪問を支援する。

介護保険相談員派遣等事業 市内の介護保険施設等に定期的に介護保険相談員を派遣し、利用者
の相談に応じる。

認知症高齢者支援事業 認知症キャラバンメイトが認知症サポーター養成講座を地域の要望に
応じて開催し、サポーターを養成する。

新生児訪問指導事業 新生児の訪問指導を行う。

乳幼児相談事業 乳幼児訪問相談を実施する。

妊産婦訪問指導事業 妊産婦の家庭を訪問する。

訪問指導事業 療養者の訪問指導を行う。

コミュニティソーシャルワーカー配
置事業

地域福祉に関する訪問相談・出前講座を行う。福祉サービスへの苦
情・相談ニーズを受け止め、サービス向上に役立てる。

地域福祉活動支援事業 小地域ネットワーク活動推進事業を支援する。
民生児童委員活動支援事業 民生委員による訪問相談を実施する。
子育て支援センターかわちながの
事業

子育て家庭ほっと支援事業(家庭訪問による育児相談)を実施する。

子育て支援センターちよだだい事
業

子育て家庭ほっと支援事業(家庭訪問による育児相談)を実施する。

家庭訪問支援員事業 児童の養育に支援が必要な家庭に対し、訪問支援を実施する。

第2次地域福祉計画第2章<施策の方向>における<展開>

第2次地域福祉計画第2章<施策の方向>における<展開>

評
価

平成23年度事業実施状況（新規・充実・縮小）

サービス利用者の状態に応じたより適
切で質の高いサービスを提供できるよ
う、支援を要する人の自宅等に出向き
(アウトリーチ＊)、相談やサービス情報
の提供を行うとともに、サービス利用に
つなげる等身近な支援活動を推進しま
す。

●相談機関等のアウトリーチの推進
（市、市社協）
●相談員の質の向上（市、地域、市社
協）

評
価

◎

◎

平成23年度事業実施状況（新規・充実・縮小）

【充実】地域福祉活動支援事業＝小地域
活動推進事業費 1ヶ所あたり500千円⇒
600千円　合計1,500千円増額した。

【充実】地域福祉啓発事業(市社協)＝子
育て支援センター、民間保育園・幼稚
園、ボランティアサークルとの交流会を
開催した。

事業内容(委託･助成含む)

事業内容(委託･助成含む)施策対応細事業

施策対応細事業

計画
番号

12

11

計画
番号

【充実】子育て支援センターかわちなが
の事業＝携帯端末等に子育てに関する情
報を発信する「子育てコンシェルジュ事
業」を開始した。

【充実】障がい者地域生活支援事業＝市
障がい福祉課窓口に、新たに保健師1名を
配置した。

【充実】地域包括支援センター運営事業
＝地域包括支援センターは、平成22年度
は市直営で1ヶ所設置していたが、平成23
年度から市内３ヶ所に委託し設置した。

市民の多様な福祉ニーズや複合的な課
題に対し、適切な福祉サービスに結びつ
けることができるよう、また、解決の糸
口が見いだせるよう、地域の相談窓口や
専門相談機関との連携等、相談機関の
ネットワークづくりを進めます。

●相談窓口のネットワークの推進（市、
市社協、地域）
●専門相談機関と地域での相談窓口との
連携（市、市社協、地域）
●総合案内化と窓口担当者のスキルアッ
プ（市）
●子育て支援・相談事業担当者ネット
ワークの強化（市、地域）
●障がい者の支援のためのネットワーク
の強化（市、地域）
●高齢者の支援のためのネットワークの
強化（市、地域）
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母子自立支援員事業 母子自立支援員による母子相談を実施する。ﾊﾛｰﾜｰｸと協力して母子
家庭の母の就労を支援(母子自立支援プログラム策定事業)。

障がい者地域生活支援事業 在宅障がい者に対する相談を行う。在宅障がい者の訪問相談を実施
する。相談機関の連携を進める。

地域包括支援センター運営事業 高齢者の総合相談窓口。

社会福祉協議会支援事業 福祉サービスの苦情処理に応じる。
福祉サービス苦情解決制度（大社
協関係)

福祉サービスの苦情を解決するために、福祉事業者段階での「苦情解
決の仕組み」づくりと、それをバックアップする「委員会」が大社協に設
置されている。大阪府社会福祉協議会のホームページにおいて苦情
解決の運営適正化委員会の活動を紹介している。

地域相談支援員配置事業(市社協) 地域福祉に関する訪問相談・出前講座（認知症サポーター養成）を行
う。福祉サービスへの苦情・相談ニーズを受け止め、サービス向上に役
立てる。

福祉団体支援事業(市社協) ニーズに応じた支援が出来るように、民生委員により訪問相談を実施
し、サービスの質の向上につなげる。

②　権利擁護の推進 計画P.29

社会福祉協議会支援事業 日常生活自立支援事業（旧・権利擁護事業）を実施する。

コミュニティソーシャルワーカー配
置事業

福祉サービスの紹介とつなぎの支援を行う。

成年後見制度利用支援事業 要支援者が親族の支援や身寄りのない場合に成年後見の市長申立を
行う。

障がい者地域生活支援事業 身寄りのない知的障がい者や精神障がい者のうち判断能力の不十分
な方々について、障がい福祉サービスの利用契約の締結等が適切に
行われるようにするため、成年後見制度の後見人等の報酬助成を行
う。

地域相談支援員配置事業(市社協) 福祉サービスの紹介とつなぎの支援を行う。

日常生活自立支援事業(市社協) 日常生活自立支援事業の実施。

2-(3) 連携体制の充実

①　地域と専門機関との連携づくり 計画P.30

社会福祉協議会支援事業 福祉サービスの連携を進める。福祉活動における協働推進のしくみを
整える。

コミュニティソーシャルワーカー配
置事業

地域コミュニティソーシャルワーカーを各地に配置する。

地域福祉活動支援事業 小地域ネットワーク活動推進事業、地域福祉ワークショップ事業を実施
する。

民生児童委員活動支援事業 相談機関の連携を進める。

市民公益活動支援・協働促進事業 まちづくり交流会(地域においてテーマや対象者を特定せずに情報交
換する場)を支援する。

「小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動」の展開と支
援(市社協)

地域の課題等を把握するために訪問や調査を行う。

地域相談支援員配置事業(市社協) 地域コミュニティソーシャルワーカーを各地に配置する。

福祉団体支援事業(市社協) 民生委員が公的なサービスに繋げられるよう相談機関の連携を進め
る。

第2次地域福祉計画第2章<施策の方向>における<展開>

◎【充実】市民公益活動支援・協働促進事
業＝地域まちづくり協議会を設立した。
地域サポーターを任命した。

【充実】福祉団体支援事業(市社協)＝災
害時要援護者支援制度に取り組んだ。

計画
番号

13

第2次地域福祉計画第2章<施策の方向>における<展開>

サービス利用者の状態に応じたより適
切で質の高いサービスを提供できるよ
う、支援を要する人の自宅等に出向き
(アウトリーチ＊)、相談やサービス情報
の提供を行うとともに、サービス利用に
つなげる等身近な支援活動を推進しま
す。

●相談機関等のアウトリーチの推進
（市、市社協）
●相談員の質の向上（市、地域、市社
協）

平成23年度事業実施状況（新規・充実・縮小）

◎

【充実】日常生活自立支援事業(市社協)
＝事業について需要が高まり、問合せ及
び利用者が増加した。(利用者4名増加)
　
　

  地域における福祉活動と専門機関によ
る公的な福祉サービスとの連携を深める
ため、情報共有や地域支援のためのプ
ラットフォーム＊の場について検討を進
めます。

●地区(校区)における地域支援ネット
ワークの構築（市、市社協、地域）
●地域の生活課題や支援を要する人の把
握（市、市社協、地域）

評
価

事業内容(委託･助成含む)

事業内容(委託･助成含む)施策対応細事業

施策対応細事業

評
価

平成23年度事業実施状況（新規・充実・縮小）

12

◎

【充実】子育て支援センターかわちなが
の事業＝携帯端末等に子育てに関する情
報を発信する「子育てコンシェルジュ事
業」を開始した。

【充実】障がい者地域生活支援事業＝市
障がい福祉課窓口に、新たに保健師1名を
配置した。

【充実】地域包括支援センター運営事業
＝地域包括支援センターは、平成22年度
は市直営で1ヶ所設置していたが、平成23
年度から市内３ヶ所に委託し設置した。

認知症高齢者や知的障がいのある人等
で判断能力が低下している人が、必要な
サービスを利用して自立した生活を送る
ことができるよう、日常生活自立支援事
業や成年後見制度について周知を図ると
ともに、利用の促進を図ります。
また、認知症高齢者や知的障がいのある
人等の権利擁護の支援を行うため、権利
擁護に関する支援体制づくりを進めま
す。

●日常生活自立支援事業の周知と利用促
進（市社協、市、地域）
●成年後見制度の周知と利用しやすい体
制の構築（市、市社協、地域）

14

計画
番号
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②　関係機関の連携・支援の充実 計画P.31

地域福祉活動支援事業 地区（校区）福祉委員会活動・組織検討懇談会の開催を支援する。小
地域ネットワーク活動推進事業、地域福祉ワークショップ事業を支援す
る。

社会福祉協議会支援事業 福祉サービスの連携を進める。福祉活動における協働推進のしくみを
整える。相談窓口の連携を進める。

コミュニティソーシャルワーカー配
置事業

地域コミュニティソーシャルワーカーを各地に配置する。相談窓口の連
携を進める。

民生児童委員活動支援事業 相談機関の連携を進める。

市民公益活動支援・協働促進事業 まちづくり交流会(地域においてテーマや対象者を特定せずに情報交
換する場)を支援する。

女性のための相談事業 女性の自立を支える面接相談を行う。

人権相談事業 各種相談員連絡会議の主宰や相談事業一覧の作成など。

市民相談事業 無料法律相談、くらしの総合相談を実施する。

消費者相談事業 相談機関の連携を進める。

家庭児童相談室事業 相談窓口の連携を進める。

子育て支援センターかわちながの
事業

相談窓口の連携を進める。

障がい者地域生活支援事業 地域自立支援協議会で関係機関の連携を図る。

教育相談室「やまびこ」事業 相談窓口の連携を深める。

地域相談支援員配置事業(市社協) 地域コミュニティソーシャルワーカーを各地に配置する。相談窓口の連
携を進める。

福祉団体支援事業(市社協) 多様化するニーズに対応できるよう、民生委員が相談機関との連携を
進める。

３．安全・安心な暮らしを支える環境づくり

3-(1) 都市基盤・生活環境の整備

①　移動の利便性の向上 計画P.32

福祉のまちづくり条例指導業務 バリアフリー化の指導を行う。

鉄道駅移動等円滑化補助事業 河内長野市移動等円滑化基本構想に基づき、駅構内のエレベーター
等の設置を支援する。

移動円滑化道路整備事業 移動円滑化基本構想に基づく重点整備地区における市管理道路等の
バリアフリー化を行う。

駅前広場エレベーター管理業務 バリアフリー事業で設置したエレベータの管理。

福祉有償運送事業 福祉有償運送のあり方や事業者の参入・更新について協議する「中部
ﾌﾞﾛｯｸ福祉有償運送市町村共同運営協議会」に参加する。

◎【充実】鉄道駅移動等円滑化補助事業＝
南海千代田駅、美加の台駅において、駅
構内のエレベーター等を設置し、バリア
フリー化整備が完了した。

【充実】公共交通対策事業＝楠ヶ丘地域
で交通事業者、住民、行政の協働による
乗合タクシーを運行した。

　

第2次地域福祉計画第2章<施策の方向>における<展開>

第2次地域福祉計画第2章<施策の方向>における<展開>

15

平成23年度事業実施状況（新規・充実・縮小）

◎

評
価

事業内容(委託･助成含む)

事業内容(委託･助成含む)施策対応細事業

施策対応細事業評
価

【充実】市民公益活動支援・協働促進事
業＝地域まちづくり協議会を設立した。
地域サポーターを任命した。
　
【充実】市民相談事業＝くらしの総合相
談の相談項目に「こころの相談」を追加
した。
　
【充実】消費者相談事業＝各種会議やイ
ベントなど、様々な機会で他の機関との
連携を深めるための働きかけをした。そ
の結果、日常の業務の中での情報交換の
回数が増加した。
　
【充実】子育て支援センターかわちなが
の事業＝携帯端末等に子育てに関する情
報を発信する「子育てコンシェルジュ事
業」を開始した。
　
【充実】障がい者地域生活支援事業＝ハ
ローワーク河内長野管内（6市町村）にお
いて、南河内南就業・生活支援ネット
ワークが設置され、広域的に行政、関係
機関、相談支援事業所等の連携を図っ
た。

平成23年度事業実施状況（新規・充実・縮小）

計画
番号

　だれもが安全に安心して、また、快適
に公共交通を利用できるよう、道路環境
の整備・改良や鉄道駅舎のバリアフリー
化を計画的に進めます。また、高齢者や
障がいのある人等で移動に困難を感じて
いる人の、買い物や通院、社会参加等を
容易にしやすくするため、福祉有償運送
の推進やボランティアによる買い物等移
送支援、商業施設による宅配等、多様な
主体による事業や活動の促進を図りま
す。

●鉄道駅舎のバリアフリー化の支援（地
域、市）
●歩道の段差解消等の推進（市）
●バスの低床化等の促進（地域、市）
●通院、買い物等の移動の利便性の向上
（市、市社協、地域）
●公共交通の維持・充実（市、地域）

　複雑・多様化する市民の福祉ニーズに
対応したサービスを総合的・効果的に提
供するため、関係機関の連携を深め、支
援を要する人の地域生活の支援の充実を
図ります。

●関係課や関係機関との連携の強化
（市）
●地域包括支援センター等との連携強化
（市、地域）
●障がい者地域自立支援協議会の機能強
化（市、地域）
●要保護児童対策地域協議会の機能強化
（市、地域）

16

計画
番号
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ノンステップバス導入費補助事業 バス事業者によるノンステップバス導入への補助金交付。

バス路線維持費補助事業 輸送人員の減尐などにより、運行の維持が困難となっている一般乗合
バス路線（岩湧線）の存続のため、バス事業者に補助金を交付する。

モックルコミュニティバス運行事業 バス路線ネットワークの充実によるバス利用者の増加及び主要公共施
設へのアクセス性の向上のため、モックルコミュニティバスを運行する。
（運行経費と運行収入の差額を市が負担する。）

日野・滝畑コミュニティバス運行事
業

日野・滝畑地区の生活交通手段を確保するため、日野・滝畑コミュニ
ティバスを運行する。（運行経費と運行収入の差額を市が負担する。）

公共交通対策事業 「河内長野市地域公共交通総合連携計画」などに基づく具体的な取り
組みの検討、実施。（河内長野市地域公共交通会議の開催等）

地区（校区）福祉委員長連絡会の
開催(市社協)

地域に必要な情報を提供する。

②　公共施設のバリアフリー化 計画P.33

17 　高齢者や障がいのある人、妊婦や子育
て中の人等すべての市民が、安心して公
共施設や民間の公共的施設等を利用でき
るよう、大阪府福祉のまちづくり条例＊
に基づく改修・整備を計画的に進めると
ともに、民間事業者に条例の周知等を働
きかけます。

●大阪府福祉のまちづくり条例に基づく
改修・整備（府、市、地域）

　
○ ユニバーサルデザインの普及(障が

い者の権利に関する条約)
ユニバーサルデザインの導入・啓発を行う。

3-(2) 防犯対策の推進

①　見守り活動の推進 計画P.34

放課後子どもプラン事業 放課後子ども教室を開催する。

こども会育成事業 こども会の育成を行う。

青尐年健全育成事業 青尐年の健全育成に係る市民啓発活動の実施(委託)

子どもの安全見まもり隊事業 「子どもの安全見守り隊」を支援する。

子ども見守りパトロール事業 子ども見守りパトロールを実施する(民間の青パトは３件＝南花台、加賀
田、美加の台)。

防犯活動推進事業 自主的な防犯組織の育成・支援を行う。

学校運営業務 通学路安全マップを作成する。見守り関連物品の購入・配布。

評
価

◎

第2次地域福祉計画第2章<施策の方向>における<展開>

【充実】鉄道駅移動等円滑化補助事業＝
南海千代田駅、美加の台駅において、駅
構内のエレベーター等を設置し、バリア
フリー化整備が完了した。

【充実】公共交通対策事業＝楠ヶ丘地域
で交通事業者、住民、行政の協働による
乗合タクシーを運行した。

　

　子どもたちを犯罪や事故から守るた
め、学校関係者をはじめ地域の自主防犯
活動団体等の連携を深め、見守り等の
ネットワークの充実を図ります。

●地域での防犯活動や見守り活動の促進
（市、地域）
●総合的な見守りネットワークの充実
（市、地域）

第2次地域福祉計画第2章<施策の方向>における<展開>

計
画

18 【充実】放課後子どもプラン事業＝小山
田小学校と川上小学校で新たに実施し
た。

【充実】防犯活動推進事業＝市民による
防犯声かけ運動を実施した。大阪府の街
頭犯罪多発地域防犯カメラ設置補助金交
付要綱に基づき、地域へ防犯カメラを設
置する自治会等に対して防犯カメラを新
たに購入し、設置する費用について補助
金を交付した。
　

平成23年度事業実施状況（新規・充実・縮小） 施策対応細事業

事業内容(委託･助成含む)施策対応細事業

事業内容(委託･助成含む)

平成23年度事業実施状況（新規・充実・縮小）

評
価

◎

　だれもが安全に安心して、また、快適
に公共交通を利用できるよう、道路環境
の整備・改良や鉄道駅舎のバリアフリー
化を計画的に進めます。また、高齢者や
障がいのある人等で移動に困難を感じて
いる人の、買い物や通院、社会参加等を
容易にしやすくするため、福祉有償運送
の推進やボランティアによる買い物等移
送支援、商業施設による宅配等、多様な
主体による事業や活動の促進を図りま
す。

●鉄道駅舎のバリアフリー化の支援（地
域、市）
●歩道の段差解消等の推進（市）
●バスの低床化等の促進（地域、市）
●通院、買い物等の移動の利便性の向上
（市、市社協、地域）
●公共交通の維持・充実（市、地域）

16

計画
番号

14 / 17 ページ



②　消費者被害の防止 計画P.34

女性のための相談事業 女性の自立を支える面接相談を行う。

人権相談事業 各種相談員連絡会議の主宰や相談事業一覧の作成など。

市民相談事業 無料法律相談、くらしの総合相談を実施する。

消費者相談事業 消費生活相談業務を実施する。
被害防止のために、情報提供及び啓発業務を実施する。

社会福祉協議会支援事業 相談窓口の連携を進める。日常生活自立支援事業（旧・権利擁護事
業）を実施する。

コミュニティソーシャルワーカー配
置事業

相談窓口の連携を進める。福祉サービスの紹介とつなぎの支援を行う。

民生児童委員活動支援事業 相談機関の連携を進める。

障がい者地域生活支援事業 相談機関の連携を進める。身寄りのない知的障がい者や精神障がい
者のうち判断能力の不十分な方々について、障がい福祉サービスの利
用契約の締結等が適切に行われるようにするため、成年後見制度の後
見人等の報酬助成を行う。

教育相談室「やまびこ」事業 相談窓口の連携を深める。

成年後見制度利用支援事業 要支援者が親族の支援や身寄りのない場合に成年後見の市長申立を
行う。

「小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動」の展開と支
援(市社協)

地域に必要な情報を提供する。

地域福祉啓発事業(市社協) 地域に必要な情報を提供する。

地域相談支援員配置事業(市社協) 相談窓口の連携を進める。福祉サービスの紹介とつなぎの支援を行う。

日常生活自立支援事業(市社協) 日常生活自立支援事業の実施。

福祉団体支援事業(市社協) 消費者被害を防止するため、民生委員により地域での見守り活動を行
ない、相談機関との連携を進める。

　高齢者や知的障がいのある人等が、振
り込め詐欺をはじめさまざまな消費者被
害にあわないよう、その手口について広
く周知するとともに、被害者の相談対応
の充実に努めます。

●消費者被害のよくある手口等の周知
（市）
●消費者被害相談の対応（市）
●高齢者等の消費者被害防止のための制
度等の活用促進（市、市社協）

◎19

平成23年度事業実施状況（新規・充実・縮小）計画
番号

第2次地域福祉計画第2章<施策の方向>における<展開>
評
価

【充実】市民相談事業＝くらしの総合相
談の相談項目に「こころの相談」を追加
した。
　
【充実】消費者相談事業＝情報提供方法
の改善を図った。①広報記事掲載の構成
改善。②ホームページへの情報提供の回
数を増加。
　
【充実】日常生活自立支援事業(市社協)
＝事業について需要が高まり、問合せ及
び利用者が増加した。(利用者4名増加)
　
　
　

事業内容(委託･助成含む)施策対応細事業
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3-(3) 緊急時や災害時対策の推進
①　緊急時の支援体制の確立 計画P.36

緊急通報システム運営事業 ひとり暮らし高齢者宅に緊急通報装置を設置する。

地域福祉活動支援事業 小地域ネットワーク活動推進事業を支援する。

消防緊急・気象・災害時等情報管
理業務

災害活動上必要な情報の収集と伝達を行う。

高齢者相互支援推進事業 寝たきり、ひとり暮し等の高齢者宅の友愛訪問を支援する。

高齢者支援事業 地域包括支援センター担当者が地域の高齢者宅を訪問し、生活状況
の確認や緊急連絡先などの把握を行う。

社会福祉協議会支援事業 福祉サービスの連携を進める。

コミュニティソーシャルワーカー配
置事業

地域コミュニティソーシャルワーカーが地域と連携して要支援者を支援
する。

民生児童委員活動支援事業 独居老人の所在を記した福祉マップを作成している。

地域相談支援員配置事業(市社協) 地域コミュニティソーシャルワーカーが地域と連携して要支援者を支援
する。

福祉団体支援事業(市社協) 独居高齢者等支援が必要な方を把握し、独居高齢者の所在を記した
福祉マップを作成し、日常的な見守りも行なう。

②　災害時の支援体制の確立 計画P.37

防犯活動推進事業 自主的な防犯組織の育成・支援を行う。

認知症高齢者支援事業 認知症キャラバンメイトが認知症サポーター養成講座を地域の要望に
応じて開催し、サポーターを養成する。

災害時の要援護者対応事業 災害時の要援護者の把握と支援方法について検討する。災害時要援
護者支援プランの策定。

避難勧告等の判断・伝達マニュア
ル策定業務

災害時要援護者など避難行動に時間を要する方を含め、住民の迅速・
確実な避難を図るためのマニュアルを策定する。

災害時応急対策事業 防災行政無線などの設備の維持管理・機能の充実を図る。

自主防災組織育成事業 自主的な防災組織の育成・支援を行う。

市民公益活動支援センター管理運
営業務

社会福祉協議会との連携、ボランティアアドバイザー養成講座の開催。

第2次地域福祉計画第2章<施策の方向>における<展開>

第2次地域福祉計画第2章<施策の方向>における<展開>

　災害時に要援護者に対して、避難や安
否確認等の必要な支援が行われるよう、
要援護者の情報把握や支援者による情報
共有等の支援体制づくりを進めます。
また、地域での市民の安全を守るため、
要援護者等も参加しての防災訓練等、日
頃の防災活動を促進します。

●災害時要援護者の把握と支援プランの
作成（市、市社協、地域）
●要援護者情報の共有化の推進（市、市
社協、地域）
●自主防災組織の育成・支援と防災活動
の促進（市、地域）
●災害ボランティアセンター＊の設置
（市社協、市）
●災害ボランティアのコーディネーター
養成（市社協、市）
 
●福祉避難所の設置の検討（市、地域）

【充実】災害時の要援護者対応事業＝平
成２３年１２月１日から災害時要援護者
支援プランを運用開始した。
　
【充実】自主防災組織育成事業＝自主防
災組織が５地区(荘園町、河内長野グリー
ンマンション、南貴望ヶ丘、楠町、小山
田町)増加した(全２１地区)。
　
【充実】市民公益活動支援センター管理
運営業務＝市、社会福祉協議会、市民公
益活動支援センターとで、災害時の取組
みについて意見交換を行った。
　
【充実】高齢者支援事業＝平成２２年度
まで在宅介護支援センター担当者が訪問
していたが、平成２３年度から市内３ヶ
所に整備した地域包括支援センターに事
業を委託した。人員的な体制もこれまで
より強化された。

【充実】福祉委員等パワーアップ事業(市
社協)＝災害についての講演会を開催し
た。

【充実】「小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動」の展開と
支援(市社協)＝災害・防災についての情
報提供を行った。「東日本大震災から１
年を迎え」講演会を実施した。・災害ボ
ランティアの情報提供をホームページに
掲載した。・各福祉委員会で被災地の状
況や災害の備えなどを周知した。

◎

計画
番号

平成23年度事業実施状況（新規・充実・縮小）

20 　ひとり暮らし高齢者や障がいのある人
等が緊急時にも安心して暮らせるよう、
日常的な地域の見守り活動や緊急通報シ
ステム等、重層的な見守り体制による緊
急対応のネットワークづくりを進めま
す。

●緊急通報システムによる対応の充実
（市、地域）
●在宅高齢者等の実態把握の促進（市、
地域、市社協）
●地域での見守り活動の促進（地域、市
社協、市）

21

【充実】地域福祉活動支援事業＝小地域
活動推進事業費　1ヶ所あたり500千円⇒
600千円　合計1,500千円増額した。
　
【充実】高齢者支援事業＝平成２２年度
まで在宅介護支援センター担当者が訪問
していたが、平成２３年度から市内３ヶ
所に整備した地域包括支援センターに事
業を委託した。人員的な体制もこれまで
より強化された。
　

◎

計画
番号

平成23年度事業実施状況（新規・充実・縮小） 事業内容(委託･助成含む)

事業内容(委託･助成含む)
評
価

施策対応細事業

施策対応細事業

評
価
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高齢者相互支援推進事業 寝たきり、ひとり暮し等の高齢者宅の友愛訪問を支援する。

高齢者支援事業 地域包括支援センター担当者が地域の高齢者宅を訪問し、生活状況
の確認や緊急連絡先などの把握を行う。

社会福祉協議会支援事業 福祉サービスの連携を進める。

コミュニティソーシャルワーカー配
置事業

地域コミュニティソーシャルワーカーが地域と連携して要支援者を支援
する。

地域福祉活動支援事業 小地域ネットワーク活動推進事業を支援する。

民生児童委員活動支援事業 独居老人の所在を記した福祉マップを作成している。

防災の啓発・訓練事業 自治会や自主防災組織をはじめ、自衛隊や警察、ライフライン関係団
体が参加する地域防災訓練を実施する。

河内長野市自衛消防隊部会指導
事業

自衛消防隊の消火技術訓練

福祉委員等パワーアップ事業(市社
協)

災害時に備えて住民同士のつながり、組織化を図る。

「小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動」の展開と支
援(市社協)

地域防災の意識を高めるための情報を提供する。

地域相談支援員配置事業(市社協) 地域コミュニティソーシャルワーカーが地域と連携して要支援者を支援
する。

福祉団体支援事業(市社協) 独居高齢者等支援が必要な方を把握し、独居高齢者の所在を記した
福祉マップを作成する。災害時要援護者支援制度の申請希望者に、
民生委員により申請手続きの支援を行ない、災害時で対応が出来るよ
う日常的な見守りを行なう。

　災害時に要援護者に対して、避難や安
否確認等の必要な支援が行われるよう、
要援護者の情報把握や支援者による情報
共有等の支援体制づくりを進めます。
また、地域での市民の安全を守るため、
要援護者等も参加しての防災訓練等、日
頃の防災活動を促進します。

●災害時要援護者の把握と支援プランの
作成（市、市社協、地域）
●要援護者情報の共有化の推進（市、市
社協、地域）
●自主防災組織の育成・支援と防災活動
の促進（市、地域）
●災害ボランティアセンター＊の設置
（市社協、市）
●災害ボランティアのコーディネーター
養成（市社協、市）
 
●福祉避難所の設置の検討（市、地域）

【充実】災害時の要援護者対応事業＝平
成２３年１２月１日から災害時要援護者
支援プランを運用開始した。
　
【充実】自主防災組織育成事業＝自主防
災組織が５地区(荘園町、河内長野グリー
ンマンション、南貴望ヶ丘、楠町、小山
田町)増加した(全２１地区)。
　
【充実】市民公益活動支援センター管理
運営業務＝市、社会福祉協議会、市民公
益活動支援センターとで、災害時の取組
みについて意見交換を行った。
　
【充実】高齢者支援事業＝平成２２年度
まで在宅介護支援センター担当者が訪問
していたが、平成２３年度から市内３ヶ
所に整備した地域包括支援センターに事
業を委託した。人員的な体制もこれまで
より強化された。

【充実】福祉委員等パワーアップ事業(市
社協)＝災害についての講演会を開催し
た。

【充実】「小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動」の展開と
支援(市社協)＝災害・防災についての情
報提供を行った。「東日本大震災から１
年を迎え」講演会を実施した。・災害ボ
ランティアの情報提供をホームページに
掲載した。・各福祉委員会で被災地の状
況や災害の備えなどを周知した。

◎21
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